
　が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の推移

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 115,423 千円（Ａ）

（歳出）　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 2,502,810 千円（Ｂ）

（単位：千円） 収入額

（Ｃ）

生活保護支給事務など

1,350,193 974,721 32,954 62,267 280,251

1,031,972 161,059 52,770 47,592 770,551

120,645 384 27,414 5,564 87,283

2,502,810 1,136,164 113,138 115,423 1,138,085

（単位：千円）

年度 平成３０年度平成２９年度 令和元年度

120,023 121,998 115,423

平成２７年度

138,308

平成２８年度

118,885

【引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源分）

事　　業　　名

財源内訳

経　費
特定財源 一般財源

国庫支出金 その他

引上げ分の
地方消費税
交付金

（Ｃ/Ｂ×Ａ）

その他

12,918

606,581 438,186 4,140 27,974 136,281
社
　
会
　
福
　
祉

23,998 9,973 1,107

211,069 128,833 12,711 9,734 59,791

8,973 5,761 110 414 2,688

51,210 200 6,020 2,361 42,629

448,362 401,741 20,677 25,944

407,628 63,268 1,953 18,799 323,608
社
　
会
　
保
　
険

188,324 83,255 8,685 96,384
①国民健康保険事業

137,699 50,817 6,350 80,532

298,321 14,536 13,758 270,027

33,895 384 27,134 1,563 4,814

保
　
健
　
衛
　
生

85,997 280 3,966 81,751市立芦別病院事業会計に対する補助金、特定不妊
治療費助成事務など

予防接種、健診、がん検査の実施など

合　　計(１)＋(２)＋(３)

小　　計(３)

チャレンジデー、ファミリースポーツ大会、市民
スキー大会の開催など

753 35 718

②後期高齢者事業

③介護保険事業

④介護サービス事業

①医療事業

②予防対策事業

③健康増進対策事業

①高齢者福祉事業

②障害者福祉事業

③児童福祉事業

④ひとり親福祉事業

⑤生活保護事業

⑥就学援助事業

地域生活支援事業、門口除雪サービス、高齢者温
泉等利用料扶助事務など

日常生活用具及び補装具給付事務、更生医療扶助
事務など

児童手当・児童扶養手当支給事務など

ひとり親医療費扶助事務など

修学奨励金交付事務、就学援助費扶助事務など

国民健康保険特別会計への繰出金

後期高齢者医療特別会計への繰出金

介護保険事業特別会計への繰出金

介護サービス事業特別会計への繰出金

小　　計(２)

小　　計(１)

別表２

高齢者福祉

23,998

1.0%

障害者福祉

606,581

24.2%

児童福祉

211,069

8.4%

ひとり親福祉

8,973

0.4%

生活保護

448,362

17.9%

就学援助

51,210

2.1%

国民健康保険

188,324

7.5%

後期高齢者

407,628

16.3%

介護保険

298,321

11.9%

介護サービス

137,699

5.5%

医療

85,997

3.4%

予防対策

33,895

1.4%

健康増進対策

753

0.0%

■社会福祉 ■高齢者福祉 ■社会保険 ■国民健康保険 ■保健衛生 ■医療

■障害者福祉 ■後期高齢者 ■予防対策

■児童福祉 ■介護保険 ■健康増進対策

■ひとり親福祉 ■介護サービス

■生活保護

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費歳出決算額

歳出総額2,502,810千円のうち、

特定財源1,249,302千円を除いた

1,253,508千円に対して引上げ分

の地方消費税交付金115,423千円

を按分して充当している。

歳出総額
2,502,810

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度（千円）

地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内

での販売、サービスの提供及び輸入される貨物に対して

課される税金です。

平成２６年４月１日より消費税率 （国・地方）が５％

から８％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付

金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障

施策に要する経費に充てるものとされています。

過去の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の推移

と社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費

の決算額は別表１・２のとおりです。

※平成２５年度以前については、地方消費税交付金に社

会保障財源化分の区分はなし

別表１

単位：千円・％


